
不動産の登録免許税課税標準価額認定基準の改訂について（通達）

昭和６０年３月１４日登第１３７号山形地方法務局長通達

最終改正 令和６年３月５日山形法登第２８号山形地方法務局長通達

標記については、本年４月１日から下記により取扱うこととする。

おって、本通達に抵触する従前の通達（昭和５４年３月２６日登第１１８号、

昭和５７年４月２４日登第２３６号通達）は、これを廃止する。

記

（評価額のある不動産の価額の認定）

１ 不動産の価額を課税標準とする場合において、当該不動産につき、地方税法

第３４１条第９号に規定する固定資産課税台帳（以下「課税台帳」という。）

に登録された不動産の価額（以下「評価額」という。）がある場合は、登記簿

上の土地の地目、地積、建物の種類、床面積等不動産の表示が、課税台帳上の

不動産の表示と同一の場合はもとより、登記簿上の不動産の表示が課税台帳上

のそれと異なる場合においても、その不動産の現況が特に課税台帳上の表示と

異なっていることが明白に認められない限り、評価額によるものとする（参照、

昭和４２年７月２２日民事甲第２１２１号民事局長通達）。

（評価額のない不動産の価額の認定）

２ 評価額のない不動産については、次の各号の定めるところにより認定した価

額を課税標準とする。

(1) 市町村において仮評価をした不動産については、仮評価による価額。

(2) 評価額のない公衆用道路については、近傍宅地の評価額（１平方メートル

に対する単価）の１００分の３０を基準として認定した価額。

(3) 評価額のない土地については、近傍類似の土地の評価額を基準として認定

した価額。

ただし、近傍類似の不動産のない土地（ため池、池沼、用悪水路等）につ

いては、その土地と一体となって利用される関係にある隣接土地の評価額を

基準としてその２分の１を基準として認定した価額。

(4) 評価額のない建物については、別表第１（以下別表第１を「認定基準表」

という。）により認定した価額。

（価額認定に関する運用基準）

３ 不動産の価額の認定及び認定基準表の適用については、次の基準により運用

するものとする。

(1) 不動産の現況が特に課税台帳上の不動産の表示と異なっていることが明白

に認められる場合において、登記官が登記簿上の表示に基づき課税標準価額



を認定する場合の価額は、土地については、地目又は地積のいずれが変更し

たものであるかの別に従い、当該土地の地積に、近傍類似の土地の地目の評

価額又は当該土地の評価額の１平方メートル当りの価額（以下「単価」とい

う。）を乗じて算定するものとする。

(2) 前号の場合、建物については、建物の種類又は床面積のいずれが変更した

かの別に従い、次により算定するものとする。

① 建物の種類を変更した場合の価額は、種類変更前の当該建物の認定基準

表における種類別の単価と変更後の種類別単価に比例して算定するものと

する。

② 増築により建物の床面積が変更した場合の価額は、増築部分と既存建物

部分とに区分して算定するものとする。この場合、増築部分の価額は、第

２項第３号に準じて算定し、既存建物の価額は、当該建物の評価額の単価

に残存床面積を乗じて算定するものとする。

(3) （昭和６３年削除）

(4) 一棟の建物で種類又は構造の異なる部分がある場合は、各部分の床面積に

より算定した価額をもって当該建物の価額とする。

(5) 評価額のない建物で、別表第２の「経年補正表」に定める建築年度に該当

する建物については、認定基準表により算定した価額に「経年補正表」に定

める補正率を乗じて得た価額とする。

(6) 本認定基準表に直接該当しない種類又は構造の建物については、この認定

基準表中最も類似する種類又は構造の建物の価額に準じて認定するものとす

る。

(7) 課税標準価額を認定するに当たり、特別の事情があるため、本認定基準表

により難いと認められる場合は、別に登記官が認定することができるものと

する。

前項の場合は、特別の事情があると認定した資料、例えば、工事仕様書、

工事請負契約書等の写しを当該登記申請書に添付し、申請書の課税標準価額

欄等適宜の箇所にその旨付記しておくものとする。


